
№6972025.5.1 2

ごみの減量化、資源化にご協力ください。　　 地域づくり課環境対策班　☎（７０）０３８６問
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問

問
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道の駅基本構想を策定
　人口減少や少子高齢化が進む白里
地域において、魅力ある海を最大限に
生かし、活性化の起爆剤となる道の駅
の整備検討を進めています。
　令和５年 12 月に道の駅整備検討委
員会を設置し、ワークショップや市民
アンケート、民間事業者からアイデア
の募集などを行い、この度、道の駅の
整備に関する考え方や方向性を示した
「大網白里市道の駅基本構想」を策定
しました。
▶コンセプト
【九十九里浜のゲートウェイとなる道の駅】
～大網白里の海からはじまる～
▶整備予定地
南今泉４８８１番地１地先（白里海岸）
◇道の駅整備に向けて
　令和７年度は民間の資金やノウハウ
の活用、市財政に与える影響等を調査
し、道の駅整備の実現可能性について
検討します。

◇道の駅Ｑ＆Ａ
　道の駅整備については、市民の皆さ
んから期待の声がある一方で、コスト
面や運営面での疑問等があることは承
知しています。今回はそんな疑問につ
いてお答えします。
Ｑ１，道の駅の運営は大丈夫なの？
Ａ１，本市の道の駅は、行政が出資し
た第３セクターによる維持管理・運営で
はなく、運営者は民間事業者を想定して
おり、市が赤字補填することなく、独立
採算で運営できる道の駅を検討します。
Ｑ2，道の駅整備にはいくらかかるの？
財源は？
Ａ2，令和７年度に民間活力導入可能性
調査を実施して、導入する機能や規模・
施設の運営方法などを検討し、概算事
業費や維持管理費を算出します。財源
は国庫補助金等を活用し、市の財政負
担を最小限に抑えるように検討します。
Ｑ3，なぜ白里地域に建設するの？
Ａ3，人口減少や少子高齢化が進む白
里地域に、本市の持つ海のポテンシャ
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仮
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追
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仮
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。
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仮
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問

ね ん き ん ナ ビ
　令和７年４月～令和８年3月分の
国民年金保険料は、月額17,510
円です。
　保険料は、日本年金機構から
送られる納付書で、金融機関・
郵便局・コンビニで納めることが
でき、スマートフォンの決済アプリ
で電子決済もできます。また、ク
レジットカードによる納付や便利
でお得な口座振替もあります。
　未納のままにしておくと、強制徴
収の手続きによって督促を行い、指
定された期限までに納付が無い場
合は、延滞金が課されるだけでなく、
納付義務のある方（被保険者本人、

国民年金保険料は納付期限
までに納めましょう

104,210 円
（850 円）
206,390 円
（3,730 円）
409,490 円
（15,670 円）

103,870 円
（1,190 円）
205,720 円
（4,400 円）
408,150 円
（17,010 円）

6か月前納

1年前納

2年前納

※（）内は現金で毎月納める場合と比較した割引額です。

クレジットカード
・現金で前納 口座振替で前納

配偶者、世帯主）の財産が差し押
さえられることがありますので、早
めの納付をお願いします。
◇納付には便利な口座振替をご
利用ください
　口座振替を利用すると、金融
機関等に行く手間や時間が省けま
す。また、早割・前納で納付すると、
保険料の割引があります。
　６か月分・１年分・２年分まとめて
前納するとさらにお得になります。
　 千葉年金事務所
 　☎０４３（２４２）６３２０
　 市民課高齢者医療年金班
 　☎（７０）０３３６

ルを最大限に活かした道の駅を整備す
ることにより、農水産業をはじめとし
た地域経済の底上げ、交流人口や関
係人口の増加に伴う観光振興、地域
が抱える課題解決につなげ、白里地域
から本市全体を元気
にすることを目指して
います。
　 企画政策課
　 政策推進班
　 ☎（７０）０３１５

▲道の駅整備検討委員会の
　会議録（市ホームページ）

▲制度の詳細
　（法務省ホームページ）

▲戸籍制度
　マスコット
　キャラクター
　「コセキツネ」

●整備予定地

白里小

白里 IC
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農村環境改善
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九
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料
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岡
一
宮
線

白里
海水浴場
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▲eLマーク
　（エルマーク）

道の駅予定地
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生ごみは水切りをしたり、コンポストでたい肥化したりし、重量とかさを減らしましょう。
　 地域づくり課環境対策班　☎（７０）０３８６問

大網駅前駐輪場について
◇管理人の常駐日
　令和７年度から管理人の常駐日が変
更となります。管理人の不在日は無料
開放となりますが、各種手続きができ
ませんのでご注意ください。
▶管理人不在日＝㈷および振替休日
（３月、４月を除く）、年末年始（12
月29日㈪～１月３日㈯）
※５月の不在日は３日㈯、４日㈰、 
　５日㈪、６日㈫です。

◇利用料金の収納委託先
　駐輪場の利用料金の収納事務を委託
しています。
▶委託先＝一般社団法人大網白里市シ
ルバー人材センター（☎（７３）６７７１）
　 安全対策課生活安全班
　 ☎（７０）０３８７

コンビニ交付
100 円サービス実施中

　コンビニエンスストア等のマルチコピー
機で、住民票等の諸証明が１００円で取
得できます。市役所窓口より安価ですの
で、ぜひご利用ください。
※コンビニ交付を利用するにはマイナン
　バーカードが必要です
▶期間＝令和8年3月31日㈫まで
▶取扱時間
６時 30 分～23 時（年末年始除く）
※戸籍証明書は市役所開庁日の９時～
　17時。
　 市民課市民班
　 ☎(７０)０３４０

マイナンバーカードのパスワードを
コンビニで初期化できます

　マイナンバーカードの署名用電子証明
書パスワード（６桁から 16 桁）または
利用者証明用電子証明書パスワード（４
桁の数字）のどちらかがパスワードロッ
クされた場合、スマートフォンアプリとコ
ンビニのキオスク端末を利用して初期化
することができます。
▶注意事項＝署名用電子証明書パスワー
ド、利用者証明用電子証明書パスワード

のどちらも分からない場合は、コンビニ
での初期化・再設定はできません。市
民課でお手続きください。
　 市民課市民班　☎(７０)０３４０

問

問

問 ●取得できる証明書および手数料

住民票
印鑑証明書
戸籍証明書（※）
戸籍の附票（※）
所得課税証明書

３００円
３００円
４５０円
３００円
３００円

１００円

証明の種類 窓口交付 コンビニ
交付

※本籍地が大網白里市の方のみ100円サービ
　スの対象となります。

注目!

FAX

山
武
郡
市
障
が
い
者
基
幹
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー「
さ
ん
サ
ポ
」

の
事
業
所
の
方
な
ど

▼
相
談
方
法
＝
来
所
、
電
話
、
フ
ァ

ク
ス
、
メ
ー
ル
、
訪
問
な
ど

※
メ
ー
ル
で
の
ご
相
談
は
、
返
信

　
ま
で
お
時
間
を
い
た
だ
く
こ
と

　
が
あ
り
ま
す
。

▼
窓
口
開
設
時
間

㈪
〜
㈮
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

※
窓
口
開
設
時
間
以
外
は
、
電
話

　
転
送
に
よ
り
対
応
し
ま
す
。

　
山
武
郡
市
障
が
い
者
基
幹
相
談

　
支
援
セ
ン
タ
ー
「
さ
ん
サ
ポ
」

　（
東
金
市
南
上
宿
４
１
番
地
８
）

　
☎（
８
６
）
６
４
７
４

　
　（
８
６
）
６
４
７
５

　
　

sanbu-kikan@wanahome.or.jp

　
社
会
福
祉
課
障
が
い
福
祉
班

　
☎（
７
０
）
０
３
３
７

　
山
武
郡
市
障
が
い
者
基
幹
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
障
が
い
の
あ

る
方
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
自

分
ら
し
く
安
心
し
て
生
活
し
て
い

け
る
よ
う
日
常
生
活
に
関
す
る
相

談
や
情
報
提
供
等
の
支
援
を
総
合

的
に
行
う
機
関
で
す
。

　
ご
本
人
、
ご
家
族
、
関
係
機
関

の
方
か
ら
困
り
事
や
ご
希
望
を
伺

い
、
解
決
に
向
け
一
緒
に
考
え
、

情
報
提
供
や
適
切
な
機
関
へ
の
紹

介
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　
経
験
を
有
す
る
専
門
的
職
員
が
、

障
が
い
の
種
別
や
障
が
い
手
帳
の

有
無
に
関
係
無
く
相
談
に
応
じ
ま

す
。
匿
名
で
の
相
談
も
可
能
で
、

料
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

▼
対
象
＝
障
が
い
の
あ
る
方
や
そ

の
家
族
、
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス

問

申 問

　木造住宅の耐震診断・耐震改修にか
かる費用の一部を補助します。自宅の耐
震性を確保し、大地震に備えましょう。
◇耐震診断とは
　旧耐震基準で設計されている建物の耐
震性を確認します。健康診断同様、まずは
建物の状態を知ることから始めましょう。
◇耐震改修とは
　耐震診断の結果、耐震性が不足してい
る建物の構造を補強します。
▶対象建物
①市内に所在している
②昭和56年５月31日以前に着工されたもの
③一戸建て

あなたの住まいの耐震は大丈夫ですか？
～木造住宅耐震診断・改修補助事業補助金～

④在来軸組工法により建築され、地上２
階建以下のもの
▶主な要件
①対象木造住宅に自ら居住するために所
有し、本市に住民登録がある方
②世帯全員が市税等を滞納していないこと
▶補助上限額
・耐震診断＝８万円（費用の３分の２）
・耐震改修＝１００万円（設計・工事・
監理費用の３分の２）
※予算額に達し次第、
　締め切り。
　 ・　 都市整備課営繕室
　 ☎（７０）０３６６

申 問

　夫婦共に 39 歳以下の新婚世帯へ新居
の住居費・引越費用などを補助します。
▶対象＝令和７年１月１日から令和８年３
月 31 日までの間に婚姻届を提出し、本
市に住民登録があり、次の補助要件を
満たしている世帯
▶主な要件
・婚姻日時点で夫婦共に39歳以下
・夫婦の合計所得が５００万円未満（奨
学金の返済がある場合は、その額を所
得から控除）
・市税を滞納していないこと
・２年以上の居住の意志　等

新婚さんの新生活を応援します
～結婚新生活支援事業補助金～

▶補助上限額
・夫婦共に29歳以下＝60万円
・夫婦共に39歳以下＝30万円
▶補助対象経費＝婚姻を機に支出した、
転入または転居に係る住宅の取得・賃貸・
引越費用（令和７年４月１日～令和８年３
月31日に生じた費用に限る）
▶受付締切＝令和８年３月31日㈫
※予算額に達し次第、
　締め切り。
　 ・　 企画政策課
　 政策推進班
 　☎（７０）０３１５

申 問

　物価高騰による負担増を踏まえ、令和
６年度住民税非課税世帯の世帯主に対し、
低所得世帯支援給付金を支給しています。
　令和６年12月13日（基準日）において、
本市に住民登録があり、全員が令和６年度
住民税非課税となる世帯の世帯主に、令和
７年２月20日付けで「支給要件確認書」を
送付しています。
　書類が届いた方で支給対象に該当する
方は、必要事項を記載して返信用封筒で
返信してください。
▶支給額・支給対象
①非課税世帯給付金＝１世帯当たり３万円
・令和６年度の住民税が非課税の方で構
成される世帯（非課税世帯給付金）
②こども加算＝児童１人当たり２万円
・①に該当する世帯で、18歳以下の児童
を扶養する世帯

令和６年度非課税世帯に対する
低所得世帯支援給付金

▶支給から除かれる世帯
・世帯の全員が、令和６年度住民税が
課税される方の扶養を受けている世帯
・青色事業専従者および事業専従者を含
む世帯
・租税条約による住民税の免除の適用を
受ける方を含む世帯
・令和６年１月２日以降に入国し、令和６
年度住民税が非課税であることを証明す
ることができない方を含む世帯
▶申請期限＝７月31日㈭（必着）
▶注意事項＝令和６年１月２日以降に本
市に転入した方で令和６年度の住民税が
非課税の方で構成される世帯、令和６年
度住民税未申告の方がいる世帯は、問
い合わせください
　・　 社会福祉課社会福祉班
　☎（７０）０３３０

申問

　地球温暖化対策や電力の強靭化を図
るための住宅用設備等を導入した方に、
設置費用の一部を補助します。
▶対象・補助上限額
・家庭用燃料電池システム（エネファーム）
（停電時自立運転機能あり）＝10万円
・定置用リチウムイオン蓄電システム＝７
万円
・窓の断熱改修＝８万円
・電気自動車・プラグインハイブリッド自
動車＝Ｖ２Ｈの併設の有無により15万円
または10万円
・Ｖ２Ｈ充放電設備＝25万円
▶主な要件
①補助対象設備を導入した住宅に自ら居
住し、本市に住民登録がある方

環境にやさしい生活を
～住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金～

②世帯全員が市税を滞納していないこと
③補助対象設備の設置工事等補助事業
に着手する日が、令和 7 年４月１日以降
であること
※その他の要件も申請前に必ずご確認く
　ださい。
▶申請方法＝補助対象設備等の設置後
に、所定の交付申請書に必要書類を添
えて申請（郵送・メール不可）
▶受付期間＝５月 1 日㈭～令和８年２月
27日㈮（閉庁日を除く）
※予算額に達し次第、締め切り。
　・　 地域づくり課
　 環境対策班
　 ☎(７０)０３８６

▲耐震補助について
　（市ホームページ）

補助金の詳細（市ホームページ）▶

◀マイナンバーカードの
　パスワードをコンビニで
　初期化（公的個人認証
　サービスポータルサイト）


